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 『道路パトロールでは点検を行いながら走行す
るので、スピードもゆっくりとなります。 
 ご不便をおかけする場合があるかと思いますが、
皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいた
します。また、道路をより安全で、より快適に利用頂
くためにも、利用者の皆様には「目」となってご協
力を頂けると幸いです。 
 落下物など、道路の異常を発見した際には、24時
間受付の道路緊急ダイヤル「＃９９１０」へのご一報
をよろしくお願いいたします』 

現場より一言．．． 

 当事務所では道路利用者である皆様の生活にご不便をおかけしないよう管内総管理延長約３
１４．２ｋｍの国道を４つの出張所で２４時間・３６５日、管理しています。 
 道路管理には、『道路巡回による路面や沿道・交通状況の把握』『緑地の維持管理』『街路
灯などの照明設備の維持管理』等、道路を良好な状態に保つための作業があります。 
 また、事故や災害時に、道路機能を迅速に回復させるため、『地震や大雨時における異常時
巡回による状況把握』『迅速な応急復旧の実施』などがあり、これら日々の地道な作業の繰り
返しによって、安全・安心で快適な道路が確保されています。     

弘前国道維持出張所  
南波 管理第三係長 

落下物を発見！  

※写真は全て弘前国道維持出張所管内の様子 

２４時間３６５日、 
 日々是、道路管理。 

自転車による詳細点検 橋梁の点検 穴ぼこの舗装修繕 

パトロール 除草作業 街路灯の調査 
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